
様式第２号（第４条関係）

１■事務事業の概要

　 部 課
又は施設

②項

対象と
対象の数

２■事務事業実施の状況

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

活動実績
ａ（単位)
直接事業費
ｂ（千円）
人件費
ｃ（千円）
合計コスト
ｄ(ｂ＋ｃ)
（千円）

単位コスト
ｄ／ａ
（千円）

0

10,401

アウトプット実績（活動数値）の補足説明

0

１－５事務事業の
内容

4,544(人)

２－２総合計画に
おける単位施策成
果指標

２－３成果指標に
係る活動実績とコ
ストの推移（アウ
トプット分析）

3,079(人)

 2―3―3―2

事務事業実施にあたって心がけた改善の取組み 社会状況等の事務事業がおかれる環境把握

　平成２４年度

53(％)

　平成２６年度

事務事業成果指標名

　健診受診率(％)

  新たに実施される特定健診・特定保健指導を円滑かつ効率
よく実施するために高齢者福祉課を含めた３課でプロジェク
トチームを組み協議を重ね事業実施に備えた。

　市民一人ひとりが健康づくりのための行動を起こすように、地域ぐるみで
きっかけをつくることが必要である。

２－１事務事業の
実施における基本
認識

　平成20年度から特定健診が始まったが、受診率向上のため本年度は、申し込みのない人への再勧奨を行い、受診率が速報値で36.4％→42.9％(6.5％)となった。21年度の県下の平均受診率の37.3％より
は高い数値であるが、まだまだ低いので受診率向上に努める必要がある。

　本年度の受診率は42.6％となり、昨年度より若干であるが低下をした。今後も引き続き受診率向上に努める必要がある。

　本年度の受診率は、速報値で43.0％と昨年度より若干上がったが、国の目標値(65％)に達していない。今後も引き続き受診率向上に努める必要がある。

4,571(人)

コード

コード

評価票作成者

市民ニーズの認識

　特定健診等の実施が保険者に義務付されたが、今後の受診
率向上を図る上には多くの方に受診を促す方策が求められて
いる。

　健診受診率を高めながら、対象者に対しての健康教室参加
を促した。

コード

　平成２０年度より保健センターと連携して、特定検診・保健指導が実際に開始されたのが、内臓脂肪型肥満者を抽出するために健診を行い、リスクがある対象者に対し医師、保健師、管理栄養士による生活習慣改
善のための行動変容につなげる保健指導を計画的に行う。計画的な保健指導を行うことにより生活習慣病有病者およびその予備群を減少させる。

保健福祉

１－１事務事業の
名称

１－２担当

１－４事務事業の
目的の精査

意図（対象を事務事業によっ
てどのような状態にするの
か）

健診・保健指導事業

　国民健康保険被保険者で、生活習慣
病の予防を必要とする人およびその予
備群の人

１－３総合計画に
おける施策の体系

　公的医療保険

　保健予防事業の充実

健康福祉課

　医療費の抑制には生活習慣病の予防が効果的でありメタボ
リックシンドロームという言葉も世間に広く普及してきてお
り、特定健診等の役割の重要度が増している。

　⑤単位施策(小）

　内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のため、保健センターと協働して健診と保健指導を行いリスクのある対象者に対して、
健康教室の開催など自ら生活習慣改善のための行動変容につなげる。

社会保障

2―3―3

国保担当係長　青木由美枝係

  個人それぞれ生活習慣改善のレベルが異なるため、その人に合った内容の支
援をする必要がある。

〃

〃

　健康に対する市民の意識は高いが、健康審査の受診につな
がっていない。地域と協働して受診を促す環境が求められて
いる。

前期目標値(単位)

  生活習慣改善を必要とする対象者は年々増加し若年化して
いることにより若年層に対してもよりよい生活習慣を意識付
けする必要がある。

指標の説明

　保健予防事業の効果を表す指標。国民健康保険加入者で４０歳以上７４歳以下の者に対して行って
いる健診の受診率。

後期目標値(単位)

65(％)

6,624

１人あたり9.4

49,15943,629

　平成２３年度　平成２２年度　平成２１年度

44,960

6,457

保健センターと共同して実施した特定健診の受診者数の対象を実績とし、それらに要した費用(健診委託料、電算委託料)と臨時職員の賃金を事業費とし保健センターの保健師2人の
給与の合計の1/2を人件費として計上した。活動実績:受診者数5,506人、直接事業費:電算委託料2,802,645円、健診委託料37,944,460円、臨時職員賃金1,643,990円　計42,391,095円
人件費:5,978千円×2人×1/2＝5,978千円

　平成１９年度 　平成２０年度

5,358(人) 5,235(人)

　平成２７年度

42,391

　平成２５年度

10,174 10,401 36,447 37,172

5,506(人)

　平成１８年度

42,893

43,07110,174

当たり
１人あたり8.8

①節
　③基本施策

　④単位施策(中）

当たり
１人あたり9.6 １人あたり9.2

5,978

当たり

6,266

48,36951,097

「健康で安心して暮らせるふれあい・支えあいのまちづくり」

医療健康課

１人あたり4 １人あたり4 １人あたり9.8

6,137

国保係

3,025(人)

　特定健診項目に腎機能検査（クレアチニン）を追加した。
７５歳以上の方が受診する「はつらつ健診」との連携に留意
した。

　今年度からの実施にあたり、健康課・高齢者福祉課・保険
年金課の３課で協議・検討しながら大きな問題もなく初年度
の事業を無事に終了することができた。



後期目標値
に対する達
成度（％）

３■事務事業の自己評価結果

単年度
担当課評価

● ４段階評価結果 Ａ ： 上位目的である施策に貢献しているので継続する ● 判断の基準　①必要性（必要な事務事業であるか）
Ｂ ： 事務事業の実施手法や環境（予算的・人的）に改善が必要 　　　　　　　 ②公共性（公が実施する意味があるか）

　 Ｃ ： 縮小等、事務事業としての見直しが必要  　　　　　　　③妥当性（ニーズに対して投入が適正か）
Ｄ ： 事務事業の廃止が相当 　　　　　　　 ④効率性（結果に至る活動に無駄はないか）

 　　　　　　　⑤有効性（活動の結果が上位の目的に貢献しているか）
               ⑥市民満足度（事務事業が対象にしている市民を満足させているか）

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

４■事務事業の総合評価結果

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

２－４成果指標に
対応する実績と達
成度の推移

Ａ

Ａ

Ａ

　継続して事業を進めること。

審査会による改善方向の指示

　昨年より受診率が0.3％低下をしたが、Ｈ24年度より商工会と協力をし、受診者に市内の商店で使用できるクーポン券を配布し、商工業者の振興と特定健診受診率の向上にむけての調整をし、さらなる受診率

　平成22年度と同程度まで受診率が向上したが、国の目標値に近づくために更に努力したい。

　平成１９年度

66.259.5

26.0 25.2

66.0

　平成２１年度

結果

　継続して事業を進めること。

　継続して事業を進めること。

36.4

　受診率こそ横ばいであったが、２年目ということで医療機関方式、集団方
式ともにスムーズに実施できた。

Ａ

Ａ 　継続して事業を進めること。

　継続して事業を進めること。

　保険年金課、健康課、高齢者福祉課との３課によるプロジェクト会議での協
議にて、それぞれの役割分担や特定健診・保健指導に向けての計画を策定する
ことができた。

　継続して事業を進めること。

Ｂ４－１総合評価の
結果

　平成１８年度

Ａ

３－２評価の内容

指標対応実
績（％)

　受診率向上のため、未受診者に対して再勧奨を行った結果、受診率が6.5％向上した。県下平均を上回ったが、国の目標値に近づくために努力したい。

Ａ

　健康課と協働し事業を進めること。

　今年度から特定健診制度が始まり、担当課（健康課、高齢者福祉課、国保年
金課）が協力して実施していける体制作りができた。

　平成２３年度　平成２１年度

ＡＡ

　健診受診率、保健指導実施率を高めるためには、既成概念
に捉われない動機づけ支援をおこなって行く必要がある。

　保健センターとは連携を密にして健診と保健指導事業を総
合的に取り組む。

　健診受診実施率を高めるためには、市民の要望を受けとめ
た方法を模索していく必要がある。

３－1　評価結果
(アウトカム自己分
析）

　平成１８年度 　平成１９年度

Ａ

　平成２０年度

Ａ Ａ

　平成２２年度

42.9

38.8

次年度に向けて改善する取組み
　保健センターと協働しての健康教室や特別講演会を実施しているものの、ほ
とんどが健康課任せになっている。

事務事業の担当課としての単年度の取り組みの自己評価

　今年度から特定健診制度が始まり、住民への啓発・周知に
努めていく必要があり、着実な受診率の向上を図ることが必
要である。

今後の環境変化を踏まえた課題認識
　市民の健康に対する意識は高い。しかし、自主的な健康作
り活動や健康診断の受診につながっていないので、行動に移
すための支援をする。

　生活習慣病予防は社会的にも周知され、認識度は高くなっ
ているものの、いかに健診や保健指導に結びつけるかが課題
である。

　医療機関方式の健診期間を６月から１０月だったものを
６月から１２月までに延長する。未受診者に対しては再通知
を実施する。

　平成２５年度

　２年目となり特定健診制度の認識度は上がったものの、
受診率は横ばいであり、特に若い世代の受診率向上への具体
的な取り組みの必要性を痛感した。

Ｂ

65.540.0

38.7

　平成２７年度

　平成２４年度 　平成２６年度

　平成２４年度

42.6

　平成２６年度　平成２３年度

43.0

56.0

　平成２０年度 　平成２２年度 　平成２７年度　平成２５年度


